
 
ニフクラ専有コンポーネントサービス利用規約 

 

第１条（利用規約） 

１． 本利用規約は、富士通クラウドテクノロジーズ株式会社（以下「当社」といいます。）が提供

する「ニフクラ専有コンポーネントサービス」（以下「本サービス」といいます。）の利用に

かかわる一切に適用されます。本サービスを利用できるのは、当社が提供するサービス「ニフ

クラ」（以下「ニフクラサービス」といいます。）の利用者に限定されるものとします。 

２． 当社が、当社に本サービスの利用を申し込み、当社がこれを承諾したユーザー（以下「ユー

ザー」といいます。）に通知する本サービスの説明、案内、利用上の注意等（以下「説明

等」といいます。）は、名目の如何にかかわらず本利用規約の一部を構成するものとしま

す。 

３． 本サービスの利用に関し、本利用規約の他、ニフクラ基本利用規約及びニフクラサービス利用

規約が適用されるものとします。本利用規約の内容とニフクラ基本利用規約またはニフクラサ

ービス利用規約の内容が抵触する場合は、本利用規約の内容が優先して適用されるものとしま

す。また、説明等と本利用規約の内容が抵触する場合は、説明等の内容が優先的に適用される

ものします。 

４． 当社は、ユーザーの了承を得ることなく本利用規約を随時変更することができるものとしま

す。変更後の本利用規約は、Webへの掲載または当社が適切と判断する方法による通知のいず

れか早い方から14 日後に（または適用される法律により要求される場合は即日に）有効とな

るものとします。 

 

第２条（仕様） 

本サービスの仕様は、ニフクラ専有コンポーネントサービス仕様書（以下「サービス仕様書」とい

います。）に定めるとおりとします。当社は、本サービスの仕様を予告なく変更することがありま

す。サービス仕様書に定める内容と本利用規約で定める内容が抵触する場合は、サービス仕様書が

優先して適用されるものとします。 

 

第３条（利用契約の成立） 

１．本サービスに関する当社とユーザーの間の本利用規約を内容とする利用契約（以下「利用契

約」といいます。）は、ユーザーが本利用規約に同意した上で当社所定の申込書又はこれに代

わる当社の指定する方法を用いて利用申込を行い、当社が必要な審査を行った上で、当該利用

申込を承諾したときに成立するものとします。 

２．利用契約の成立後、ユーザーは本サービスにより利用可能な当社の機器を、利用申込時に定め

る内容で利用することが出来ます。ユーザーが本サービスの内容変更を希望する場合、改めて

変更の申込を行い、契約を締結するものとします。 

３．本サービスの利用は、利用契約の成立に先立ちニフクラ基本利用規約を内容とする当社サービ

スに関する基本契約（以下「基本契約」といいます。）を締結することが条件となります。基

本契約は、当社がユーザーから当社サービスの利用申込を受け、当社がこれを承諾したときに

成立するものとします。 

 

第４条（料金の支払） 

ユーザーは、本サービスの利用料金として、サービス仕様書に定める金額を、ユーザーによるニフ

クラサービスの利用料金の支払と同時に、当社に支払うものとします。 

 

第５条（サービス指示事項） 

１．ユーザーは、当社が本サービスの円滑な提供のために出す必要な指示に従うこととします。 



２．ユーザーが前項に違反して当社の指示に従わなかったことに起因して、当該ユーザーが本サー

ビスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。ま

た、ユーザーは、本項に定める事項に起因して本サービスが利用できなかったとしても、本サ

ービスの利用料金の支払義務を免れないものとします。 

 

第６条（責任の制限等） 

本サービスに関する当社の責任については、ニフクラサービス利用規約第１０条に定めるとおりと

します。ただし、本サービスはニフクラ品質保証制度（SLA）利用規約

（https://pfs.nifcloud.com/term/sla.htm）の適用対象外とします。 

 

第７条（利用期間） 

１．本サービスの利用期間（以下「サービス利用期間」といいます。）は、利用契約等において定

めるものとします。 

２．当社からメール等にて、本サービスを利用するために必要な情報を通知した日からサービス利

用開始となります。サービス利用期間は、利用開始の日が属する月から起算されます。 

３．本サービスについて複数の利用契約が存在ある場合は、サービス利用期間は利用契約ごとに設

定するものとします。 

 

第８条（解約） 

１．ユーザーからの解約については、サービス仕様書に定める通りとします。 

２．ユーザーまたは当社は、相手方が次の各号のいずれか一つにでも該当したとき、ただちに基本

契約および個別契約の全部または一部を解除できるものとします。なお、当社サービスにかか

る利用料金の支払懈怠は、第1号に該当するものとします。 

(1) 基本契約および個別契約に基づく重大な債務を履行せず、催告を受けたにもかかわらず、

なお当該催告から30日以内に当債務を履行しないとき 

(2)通常業務を停止したとき、もしくは停止する見込みがあるとき、または、いずれかの法域

で、破産、清算、解散、その他同様の手続きにかかる、もしくはかかりそうな見込みがあ

るとき 

(3) 事業の全部または重要な一部を第三者に譲渡したとき、または譲渡しようとしたとき 

 

第９条（本サービス解約時の違約金） 

ユーザーが以下の各号のいずれかに該当する場合、ユーザーは当社に対し、違約金として以下の各

号に定めるとおりの金員を直ちに支払うものとします。ただし、ユーザーが当社に対し、違約金以

上の損害を与えた場合はこの限りではありません。 

1. ユーザーが、サービス利用期間中に利用契約を中途解約する場合 

(ア)対象：中途解約により終了する利用契約 

(イ)違約金の額：①に②を乗じた金額 

①利用契約の月額利用料金（消費税・地方消費税込） 

②中途解約により利用契約が終了する日の属する月から起算して当該利用契約に係るサービ 

ス利用期間が満了する月までの残月数 

2. ユーザーが、利用契約締結後、サービス利用開始までの間に利用契約を中途解約する場合 

(ア)対象：中途解約により終了する利用契約 

(イ)違約金の額：①に②を乗じた金額 

①利用契約の月額利用料金（消費税・地方消費税込） 

②当該利用契約に係るサービス利用期間の月数 

3. 当社が、サービス利用期間中に利用契約を中途解約する場合 

(ア)対象：中途解約により終了する利用契約 

(イ)違約金の額：①に②を乗じた金額 

①利用契約の月額利用料金（消費税・地方消費税込） 

②中途解約により利用契約が終了する日の属する月から起算して当該利用契約に係るサービ 



ス利用期間が満了する月までの残月数 

(ウ)例外として当社のみの都合で利用契約を中途解約（本サービスの全部または一部の提供を

終了する場合を含みます。）する場合は、3.の違約金は発生しません。 

 

第１０条（ニフクラの利用終了後の措置） 

ユーザーがニフクラサービスの利用を終了した場合、ニフクラサービスの利用を終了した日が属す

る月の末日をもって、当該ユーザーの利用契約は終了するものとします。この場合、ユーザーは第

９条第１号および第２号に定める違約金の支払義務を免れないものとします。 

 

第１１条（本サービスの提供終了等） 

１．当社は、本サービスの全部または一部の提供を終了するときは、ユーザーに対し３カ月前まで

に通知するものとします。ただし、緊急の場合にはこの限りではありません。 

２．当社は、前項の通知を行うことにより、本サービスの全部または一部の提供を終了することに

よりユーザーが被った被害について、理由の如何を問わず、一切免責されるものとします。



付則 

本利用規約は、２０２０年１２月８日より制定実施するものとします。 

 

以上 


